
           
令和 7 年 1 月吉日 

 

PTA 会員の皆様 

 

小平市立小平第二中学校 PTA  

                                 

 

令和 6 年度 第 2 回運営委員会報告書 
 

 

■開催日時：令和 6 年 11 月 12 日（火）16 時～17 時 

■開催場所：PTA 室 

■当日出席者：副校長先生、本部役員６名 

■書面決議：32 名 

  

１ あいさつ  

校長先生 

持続可能なＰＴＡに 

皆様、こんにちは。だんだん日が暮れるのが早くなってきました。早いもので２学期もあと１か

月半で終わりになります。今学期前半、学校では生徒会役員選挙、修学旅行、合唱コンクール、職

場体験と大きな行事が続きました。合唱コンクールでは学年が上がるごとに素晴らしい歌声を聞か

せてくれました。今後、１年生はスキー教室、２年生は職場体験のまとめや校外学習、３年生は最

終の三者面談など進路に関する取組があります。それぞれ次のステップに向け、取組を充実させて

いってほしいと願っています。 

さて、ＰＴＡは、「こどもの健全な育成を図る」ことを目的とし、保護者と教師とが協力して、

学校及び家庭における教育に関し、理解を深め、会員相互が学び合い、活動を行う社会教育関係団

体です。具体的な役割としては、活動の中で保護者同士や、あるいは、こどもとのつながりを深め、

その中で学び合うこと、また、家庭・地域・学校を結ぶパイプ役として行動することが期待されて

います。 

しかし、昨今役員のなり手がいなく、現役員の皆様も大変ご苦労されているという話を耳にします。

かつてのように、ＰＴＡ活動に参加できる方が減ってきていることも事実です。また、価値観も多

様化しています。こうした中で、新しいかたちを模索していく必要もあります。このたび、令和４

年度から進めてきたＰＴＡ改革が、さらに前進すると伺っております。持続可能なＰＴＡになるよ

う、今後の在り方を皆様と一緒に考えていけたらと思います。本日は、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

副校長先生 

皆さんこんにちは。先日の役員会に引き続き、本日の運営委員会には書面開催にもかかわらず役

員の皆様にお集まりいただき、ありがとうございます。 

また、11 月 9 日の土曜授業時にはＰＴＡの方々に受付等ご協力いただき、どうもありがとうござ

いました。道徳地区公開講座での意見交換会では、各学年とも 2 名以上の参加をいただき、短いな

がらとても有意義な会となりました。制服リサイクルも今年度ＰＴＡ役員の方々に運営していただ

き、本当にありがたく思います。本日校長は不在にしておりますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

  ＰＴＡ会長  

   こんにちは。先生方をはじめ委員のみなさまには、日頃よりＰＴＡ活動へのご理解とご協力を賜わ



り、誠にありがとうございます。 

ＰＴＡ役員の活動を始めて半年以上が過ぎました。様々な方々と関わりながら活動していく上で、 

ＰＴＡの在り方を改めて考えなければと思う日々です。 

現在は皆様が抱えているご事情も以前とは違い本当に様々で、立候補者以外の方にくじの結果で 

お引受けをお願いするのもどうなのかと自問自答を重ねています。 

ＰＴＡ役員も委員も、どうしても負担のマイナスイメージが先行していると思います。 

役員・委員の仕事量を減らす、優遇を設ける等、学校側にご協力いただきながら試行錯誤しており、 

この会でも会則改定を進めて参ります。その上で、ＰＴＡの在り方という問題の答えを探す時期なの

かなとも思うのです。 

今年度初の書面開催になります。みなさまどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

地域教育コーディネーター   

日ごろからの学校支援ボランティア活動へのご理解とご協力ありがとうございます。 

あっという間に 11月です。行事が目白押しの２学期のゴールがだんだんと見えてきました。 

放課後学習教室ですが、保護者や生徒のみなさんに定着してきているようでテスト前にはたくさん

の生徒たちが参加し、英検二次対策の面接練習にも申し込んでくださる生徒たちが増えボランティア

一同うれしく思っています。今年度は ESAT-J に向けての練習も実施することにしました。これからも

生徒のふだんの放課後の居場所としても定着していくように活動をおこなっていきたいと思っていま

す。 

学校支援ボランティア活動を通して、生徒、保護者、先生、地域の方々をつなぐことができたらと

思っています。これからも学校支援ボランティアへのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

２ 委員会・サークル・本部活動報告及び予定  

※添付資料をご参照ください。 

 

３ 報告事項 

＜学校より＞ 

   ◆合唱コンクールについて 

10 月 22 日（火）全日、ルネこだいらにて合唱コンクールを実施いたしました。各学級とも素晴ら

しい合唱を発表し、多くの感動を与えてくれました。「二中ブランド」が継承された日となりまし

た。多くの保護者の方々にご来場いただき、生徒の活躍をご覧いただきました。事後のアンケート

では 100名の回答をいただき、肯定的で励ましのあるお声に感謝しております。 
当日の様子はＤＶＤ（任意注文・1月納品）にて確認することができます。 

 

◆自閉症・情緒障がい特別支援学級について 
来年度の開設に向け、北校舎 2 階の設置工事（教室 3 部屋・個別支援室 2 部屋・職員室）が 10 月

末で終了し、環境面が整いつつあります。現在小平市で就学支援委員会を開き、通級する生徒の選

定や最終確認を行っています。小平市立中学校では初めての開設まで、あと 4か月を切りました。 

 

◆ＣＳ研修会について 
11 月 9 日（土）に学校経営協議会（ＣＳ）が主催し、「自閉症・情緒障がい特別支援学級への理

解」の主題で研修会を実施しました。講師を 2 名お迎えし、本校関係者のみならず、一般の方や近

隣小学校からあわせて６３名ほどが参加し、学びを深める機会となりました。 

本校ＣＳ委員の動きも年々活発になっています。 

 

 

 

 



＜PTA本部より＞ 

   ◆制服リサイクルについて 

    【11月 9日学校公開にて行いました】 

    昨年度は学校側が窓口でしたが、今年度よりＰＴＡ主催で行っております。本年度は１１月９日

に行われました学校公開にあわせて被服室にて開催し、制服・体操着の回収・提供を行いました。

多くの方に来ていただき、好評でした。 

今回は寄付も募ったのですが、１名の方から寄付していただきました。 

なお、制服の回収(寄付)は通年で承っています。 

 

 

男女問わず着用していない制服等がご自宅に眠っていらっしゃいましたら、ＰＴＡ本部までご連絡

ください。 

★ＰＴＡ本部メールアドレス: kodaira2chu.pta2024@gmail.com 

 

 

  制服の回収はどのようにするか？→寄付のメールがＰＴＡ本部メールに届いたら、副校長先生に連絡。

受取は学校側が対応。 

また、３月の卒業の時期には回収のおたよりを学校側が出す予定。 

 

 

４ 協議事項 

 ＜学校より＞ 

特にありません。 

 

 ＜PTA本部より＞ 

◆令和７年度ＰＴＡ会費について① 

令和７年度の PTA会費は集金いたしません 

理由 

〇時代の流れとともに各家庭の事情も様々です。 

少しでも各家庭の負担軽減するため。 

〇学校側の会費チェック業務の負担を軽減するため。 

  〇現時点の予算残高でしばらくＰＴＡ運営が可能と判断したため。 

今後 

〇どのように運営していくの？ 

→備品積立金※を解約し、運営維持管理費といたします。 

※備品積立金：\819,445 (R6.11月現在) 

 臨時的高額な出費がない限り、約 50年は運営維持管理費で運営可能と推測。 

〇70周年行事がそろそろですが、、 

→70 周年行事の積立金は既に整っております。 

こちらは解約せず、そのまま維持し、周年行事に使わせていただく予定です。 

※70 周年行事積立金：¥500,081 (R6.11月現在) 

〇予算の削減は？ 

→下記、項目一覧は令和 7年度より解約・休止を検討しています。 

なお、今年度の予算に変更はありません。 

 

 



項目一覧 

■ＰＴＡ保険：解約※1 ■通信費支給：休止 ■各サークルの参加費：各サークルにて負担※2 

 ■特別費・備品積立：休止 

※1：ＰＴＡ保険の解約については次に記載。 

※2：各サークルに既にご理解・ご了承いただいております。 

 

懸念点 

従来のように、テント購入など生徒・学校にＰＴＡから還元することが難しくなります。 

 

◆ＰＴＡ保険について② 

令和７年度よりＰＴＡ保険を解約 

理由 

〇生徒の多くのケガ等は、学校で加入している保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済

給付制度)で対応できるため。 

〇ＰＴＡ保険とは、ＰＴＡが主催・共催する行事に補償されますが、 

現在、ＰＴＡ主催の行事が総会や運営委員会がメインとなっており、比較的ケガのリスクが少ない

ため。 

〇必要最低限の出費に抑えたいため。※年間約¥45,000 の出費が抑えられます。 

※今まで各サークルの保険はこちらの保険で賄っておりましたが、 

各サークルにはＰＴＡ保険の解約について既にご了承をいただいております。 

◆各委員会の委員長・副委員長優遇措置導入について③ 

委員長・副委員長はその生徒に限り卒業まで委員免除 

各委員会の正・副委員長に選出された者は、当該生徒の在籍中、委員を免除される権利を有する。 

免除は申告制とする。ただし、本人の意思による再任は妨げない。 

今年度の委員長・副委員長から適用する。 

本部役員の免除はありません。 

◆給食委員会・広報委員会について④ 

給食委員会・広報委員会を廃止します 

令和 7年度より、給食委員会・広報委員会を廃止します。 

理由 

〇給食委員会と広報委員会は令和 5年度から活動を休止しております。 

委員の更なるスリム化にむけ検討した結果、廃止と判断しました。 

〇広報委員会に関しては、掲載されたくない方の把握や配慮など、個人情報の懸念点もあるため。 

〇給食委員会に関しては、小平市から要請のある献立作成委員・学校給食共同調理場運営委員は 

本校在籍生徒の保護者であれば、給食委員でなくてもよいため。 

今後 

〈広報委員会〉 

学校の活動については二中ＨＰに引き続き詳しく掲載していただけます。 

〈給食委員会〉 

献立作成委員・学校給食共同調理場運営委員については謝礼が出るため、 

公正な対応として学校が全保護者の中から募集します。 

給食試食会においても開催する場合は学校より案内をいただけます。 

◆本部役員優遇について 

その生徒に限り、卒業式にて優先席利用が可能 

学校側のご厚意とご協力により、本部役員経験者はその生徒に限り、卒業式にて優先席を用意してい

ただけることになりました。学校側からは保護者席最前列の確保可能とご提案をいただいております。 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx


 

◆会則改正について⑤ 

①③④の提案にともない、会則を大幅に改正予定です 

会則改正(案)を提案させていただきます。 

※現状に合った会則にするために、他にも改正箇所が複数あります。 

※添付資料をご参照ください。 

 

  ◆承認のお願い 

  以下①～⑤それぞれの承認を 11月 19日までにお願いします。 

 

1 令和７年度ＰＴＡ会費について(令和 7 年度はＰＴＡ会費の集金はいたしません) 

2 ＰＴＡ保険について(解約いたします) 

3 各委員長・副委員長優遇措置導入について 

(委員長・副委員長はその生徒に限り卒業まで委員免除) 

4 給食委員会・広報委員会について(廃止) 

5 会則改正について(会則改正案をご確認ください) 

 

 →ライン投票の結果、すべての項目で承認されました。 

 

５ その他 

  ◆今後の予定 

第 3回運営委員会・予算委員会 2/７（金） 書面開催予定 

※本年度の予算委員会は、2/７（金）の運営委員会にあわせての開催となります。 

※上記日程が変更となる場合は、改めてお知らせいたします。 

 


